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（様式第２号）

	受付
	令和　　年　　月　　日

	
	　　　　第　　　　　号


	豊見城市立わくわく児童館
　　　　　　　　　　　使用許可申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　令和　　年　　月　　日
　豊見城市社会福祉協議会長　殿
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　下記のとおり豊見城市立わくわく児童館を使用したいので、御許可下さるよう申請します。

記

	１.使 用 日 時
	令和　　　年　　　月　　　日（　　）　：　～　　：
　　日（　　）　　日（　　）　　日（　　）　　日（　　）

	２.使 用 目 的
　（具体的に）
	

	３.使 用 室 名
（〇印を記入）
	遊戯室　 集会室 　作法室　 図書室　 ふたば園
その他（　　　　　）

	４.使 用 人 数
	約　　　名（子ども　　名、大人　　名）

	５.会場責任者
	住所

氏名　　　　　　　　　　　TEL(携帯)
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

	６.使用設備器具
（〇印を記入）
	バドミントンネット、支柱、卓球台、バスケットボールリング

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	７.備　　　　考
	駐車車両台数（　　　台）


※申請前に裏面も必ずお読みください
 わくわく児童館の使用許可条件
１．団体利用について
1 わくわく児童館を利用する場合は、5人以上で団体（代表者は20歳以上）を構成し、わくわく児童館へ利用許可申請書を提出しその許可を受けなければならない。
2 利用者は市内在住及び市内の学校等に在学している者。又は市内に在勤していること。
3 利用時間は原則として、次の時間区分とする。（利用料は無料とします。）
【午前】：午前10時～正午
【午後】：午後1時～午後3時　
【夜間】：午後６時30分～午後8時30分
　　　※近隣の学校休日（夏休み等含む）と児童館の事業で使用する場合は子ども達の利用を優先しますので日中の部屋の専有借用は行っておりません。
④　虚偽の申請があった場合は、登録を抹消し、以後、わくわく児童館施設の利用を禁止します。
２．わくわく児童館施設の受付方法
1 申請はわくわく児童館窓口で直接受け付けする。
2 受付時間は、月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（お昼時間は除く）です。
3 利用団体は、１ヶ月毎の申請が必要です。（1週間に1回の利用を原則とする。）
4 利用団体は、毎月１５日から２４日までの間に翌月分の申請を受け付けします。
（申し込み日時が重なる場合や駐車車両台数が多い場合は、均等回数を利用するか空き曜日への変更を調整の上、決まらなければ抽選とします。また、２４日が土日、又は休館日に当たる場合はその前の金曜日までとします。）
３．使用について
1 使用の際は必ず許可書を携帯し、職員及び管理員へ提示すること。
2 乳幼児・子どもを伴っての来館は、親の責任で自己管理をすること。
3 わくわく児童館での喫煙及び飲食は禁止です。但し、キーパー等水分補給用具については他の利用者に対して迷惑にならない場所で使用して下さい。
4 ゴミは利用者で持ち帰ること。
5 使用後は必ずモップをかけ等、清掃及び戸締りを確実に行い、原状に回復すること。
6 職員及び管理員の指示に従うこと。
7 施設を破損した時、又は紛失した時は、速やかに原状に回復するか、その損害を弁償すること。
8 わくわく児童館主催行事を優先として、利用できない場合もある。
9 夜間の利用は、各自で使用する遊具、備品は持参して下さい。当児童館の遊具、備品、消耗品は使用禁止とする。（但し、バトミントン支柱・ネット、卓球台、バスケットボールリングの使用は可能です。）
10 夜間の利用は、午後６時30分～午後８時30分まで（モップがけ等清掃含む）とする。（巡回警備を行い、午後９時には門扉等を施錠します。）
※わくわく児童館は、駐車場が狭いため公的交通機関を利用して下さい。
又、お車を利用の場合は乗り合わせのご協力をお願いいたします。
問い合わせ先：わくわく児童館（☎８５６－７１２４）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

